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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転キャビンの後方に運転キャビンより背の高い荷物室を備えた車両における運転キャ
ビンのルーフ上に搭載される車載型風力発電装置であって、
　横向き軸心周りに回転可能に支架したクロスフロー型の風車と、この風車に連動連結さ
れて回転駆動される発電機と、これらを収納するケーシングとを備え、
　ケーシングの前部に設けた外気流入口の下部と上部に、下部導風ガイドと上部導風ガイ
ドとをそれぞれ備えて、外気流入口の内奥部を前端開口部より上下に奥狭まりに形成する
とともに、
　下部導風ガイドの外気流入口に面する面を、外気流入口の前端開口部から内奥部に向か
ってなだらかに立ち上がるように形成し、
　下部導風ガイドで、外気流入口の下側に流入した外気を、風車における受風ブレードの
先端回動軌跡に対して略接線方向上方に導き、上部導風ガイドで、外気流入口の上側に流
入した外気を、外気流入口の内奥において下部導風ガイドで案内される気流に合流させる
ように構成してある、
　ことを特徴とする車載型風力発電装置。
【請求項２】
　前記発電機を前記風車の後側に配備し、発電機と風車とを伝動機構で連動連結してある
請求項１に記載の車載型風力発電装置。
【請求項３】
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　前記車両がトラックである請求項１または２に記載の車載型風力発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動輸送機器（ＥＶ）やトラックなどの車両のルーフ上に装備して、走行時
の気流を利用して発電する車載型風力発電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記車載型風力発電装置としては、トラックにおける荷物室と運転キャビンとの段差部
に横軸型の風車を支架するものが提案されている（例えば、特許文献１，特許文献２，特
許文献３）。
【特許文献１】特開２００３－２７８６４１号公報
【特許文献２】特開２００８－１２８２３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　開示されている車載型風力発電装置では、車体の走行に伴って運転キャビンの上を流れ
る外気を風車に導く手段に改良の余地があり、比較的低速で走行する場合に効率よく風力
発電することが難しいものであった。
【０００４】
　本発明は、このような実情に着目してなされたものであって、車体の走行に伴って運転
キャビンの上を流れる外気を風車に的確に導くことで、効率の良く風力発電を行えるよう
にすることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明では次のように構成している。
【０００６】
　（１）本発明は、運転キャビンの後方に運転キャビンより背の高い荷物室を備えた車両
における運転キャビンのルーフ上に搭載される車載型風力発電装置であって、
　横向き軸心周りに回転可能に支架したクロスフロー型の風車と、この風車に連動連結さ
れて回転駆動される発電機と、これらを収納するケーシングとを備え、
　ケーシングの前部に設けた外気流入口の下部と上部に、下部導風ガイドと上部導風ガイ
ドとをそれぞれ備えて、外気流入口の内奥部を前端開口部より上下に奥狭まりに形成する
とともに、
　下部導風ガイドの外気流入口に面する面を、外気流入口の前端開口部から内奥部に向か
ってなだらかに立ち上がるように形成し、
　下部導風ガイドで、外気流入口の下側に流入した外気を、風車における受風ブレードの
先端回動軌跡に対して略接線方向上方に導き、上部導風ガイドで、外気流入口の上側に流
入した外気を、外気流入口の内奥において下部導風ガイドで案内される気流に合流させる
ように構成してある。
【０００７】
　この構成によると、下部導風ガイドで案内される気流は風車における受風ブレードの先
端回動軌跡に対して略接線方向上方に導かれるので、気流の流動圧が効率よく風車の回転
に変換される。また、上部導風ガイドで案内される気流が上下に狭められた内奥部におい
て、下部導風ガイドで案内される気流に合流されることで、外気流入口の内奥で気流の流
動圧を高めて受風ブレードに供給することができ、これによって風車の回転トルクが高め
られる。
　さらに、車載型風力発電装置を、運転キャビンの後方に運転キャビンより背の高い荷物
室を備えた車両における運転キャビンのルーフ上に搭載することにより、走行する車両の
前面に当たり車両の前面に沿って上昇してくる気流を有効に利用して発電を行うことがで



(3) JP 5676540 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

きると共に、車載型風力発電装置を、運転キャビンの上面と荷物室の前端との間に形成さ
れた段部におけるウインドデフレクタとしても機能させることができる。
【０００８】
　（２）本発明の好ましい実施態様では、前記発電機を前記風車の後側に配備し、発電機
と風車とを伝動機構で連動連結してある。
【０００９】
　この構成によると、風車の軸心方向一端部に発電機を直結して駆動する形態に比べて風
車を更に横長にして受風面積を大きくすることができ、これによって発電能力を高めるこ
とができる。
【００１０】
　（３）本発明の他の実施態様においては、車載型風力発電装置が搭載される前記車両を
トラックとしている。
【発明の効果】
【００１２】
　このように、本発明によれば、車体の走行によって車体ルーフ等を後方に流れる外気を
上下導風ガイによって的確に風車に供給して風車を高いトルクで回転させ、効率の良い風
力発電を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】トラックの前部を示す側面図である。
【図２】本発明の一実施例の車載型風力発電装置の縦断側面図である。
【図３】実施例の車載型風力発電装置の横断平面図である。
【図４】実施例の車載型風力発電装置の斜視図である。
【図５】本発明の車載型風力発電装置の別実施例を示す横断平面図である。
【図６】本発明の車載型風力発電装置の別実施例を示す斜視図である。
【図７】本発明の車載型風力発電装置を用いた発電機駆動形態を示す横断平面図であり、
（ａ）は直結方式、（ｂ）は巻き掛け駆動方式である。
【図８】本発明の車載型風力発電装置の設置位置に関するさらに別の実施例をそれぞれ示
す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
【００１５】
　図１に、本発明に係る車載型風力発電装置１を搭載した車両の一例としてのトラック２
が、また、図２，図３に、車載型風力発電装置１の詳細がそれぞれ示されている。トラッ
ク２は、運転キャビン３の後方に運転キャビン３より背の高い荷物室４を備えたものであ
り、車載型風力発電装置１は、運転キャビン３のルーフ上に搭載装備されている。
【００１６】
　車載型風力発電装置１は、運転キャビン３の横幅に近い横幅を有するケーシング５に、
回転軸心ｐを横向にして回転自在に支架された風車６と、これの一端に連動連結された発
電機７とを収容装備して構成されている。
【００１７】
　風車６は、回転方向上手に向けて凹入湾曲した多数の受風ブレード８を周方向に定ピッ
チで配備して円筒籠形に構成したクロスフロー型のものが利用され、その中心に貫通され
た回転支軸９が、左右両端部において側板１０に軸受け支承されるとともに、回転支軸９
の一端に発電機７が同軸心に連結されている。
【００１８】
　ケーシング５の前部には横長に外気流入口１１が開口され、この外気流入口１１の下部
および上部に下部導風ガイド１２と上部導風ガイド１３とが備えられて、外気流入口１１
の内奥部が前端開口部より上下に狭められている。
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【００１９】
　下部導風ガイド１２は、前方からの気流を後方上方に案内して、風車６における受風ブ
レード８の先端回動軌跡に対して略接線方向に導くよう形成され、また、上部導風ガイド
１３は、前方からの気流を後方下方に導いて、外気流入口１１の奥狭まり部位で下部導風
ガイド１２で案内される気流に合流させるよう形成されている。
【００２０】
　ケーシング５の後部上面には外気流出口１４が設けられ、風車６を通過した気流が荷物
室４の上方にまで円滑に案内される。
【００２１】
　本発明に係る車載型風力発電装置１は以上のように構成されており、トラック２が走行
する際に運転キャビン３の上方において後方に流動する外気で風車６が回転され、これに
よって発電機７が回転駆動されて発電され、発電された電気はバッテリに充電される。
【００２２】
　この際、下部導風ガイド１２で案内される気流は風車６における受風ブレード８の先端
回動軌跡に対して略接線方向に導かれるので、気流の流動圧が効率よく風車６の回転に変
換される。また、上部導風ガイド１３で案内される気流が下部導風ガイド１２で案内され
る気流に合流されることで、外気流入口１１の内奥で気流の流動圧を高めて受風ブレード
８に供給することができ、これによって風車６の回転トルクが高められる。
【００２３】
　〔他の実施例〕
　本発明は、以下のような形態で実施することもできる。
【００２４】
　（１）２個の風車６を左右に並設して、それぞれで発電する形態とすることもできる。
【００２５】
　（２）外気流動方向に沿った前後二箇所に風車６を配置して、各風車それぞれで個別に
発電７、あるいは、両風車６を共通の発電機７に連動連結してタンデム駆動方式で発電す
ることもできる。
【００２６】
　（３）図５，図６に示すように、外気流入口１１に、下部導風ガイド１２と上部導風ガ
イド１３を繋ぐ複数の整流板１５を設けることで、気流の安定化および外気流入口１１の
補強を行うことができるとともに、外気流入口１１の外観を整えることができる。
【００２７】
　（４）図７（ｂ）に示すように、発電機７を風車６の後側に配備して、発電機７と風車
６とをベルト、チェーン、あるいは、ギヤなどの伝動機構１６で連動連結すれば、車載型
風力発電装置１全体の横幅を一定とした場合、図７（ａ）に示す直結駆動形態に比べて風
車６を更に横長にして受風面積を大きくすることができ、発電能力を高めることができる
。この場合、伝動機構１６を介して発電機７を増速駆動することで、発電効率を一層高め
ることができる。
【００２８】
　（５）本発明の車載型風力発電装置１を、乗用車のルーフ上に設置して利用することも
できる。車載型風力発電装置１の配置位置としては、図８（ａ）に示すように、乗用車の
ルーフＲの前方端ｒ１であってもよいし、図８（ｂ）に示すように、乗用車のルーフＲの
前方端ｒ２であってもよいし、図８（ｃ）に示すように、エンジンルームＥ内の前端の前
端開口ＦとラジエータＧとの間であってもよい。
【００２９】
　（６）本発明でいう車体（車両）とは、トラック、乗用車の他、自動二輪車、電動輸送
機器（ＥＶ）、電車、船舶を含む概念である。
【符号の説明】
【００３０】
　１　　　　　　　　車載型風力発電装置
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　２　　　　　　　　トラック
　３　　　　　　　　運転キャビン
　４　　　　　　　　荷物室
　５　　　　　　　　ケーシング
　６　　　　　　　　風車
　７　　　　　　　　発電機
　８　　　　　　　　受風ブレード
　９　　　　　　　　回転支軸
　１０　　　　　　　支持板
　１１　　　　　　　外気流入口
　１２　　　　　　　下部導風ガイド
　１３　　　　　　　上部導風ガイド
　１４　　　　　　　外気流出口
　１５　　　　　　　整流板
　１６　　　　　　　伝動機構
　ｐ　　　　　　　　回転軸心

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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